
剰余金の配当に関する基準日設定公告 

2021 年 9 月 28 日 

 

株主各位 

 

当社は 2021 年 10 月 18 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株

主をもって、剰余金の配当を受けることが出来る権利者と定めましたので公告いたします。 
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